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重 要 事 項 説 明 書 
社会福祉法人・有誠福祉会 

まこと訪問看護ステーション 

指定訪問看護・指定介護予防訪問看護 

 
徳島県事業所指定番号 
３６６１２９００１９ 
＜ 令和 8 年 6 月 1 日現在 ＞ 

 
 

 当事業所はご契約者に対して指定訪問看護及び介護予防訪問看護サービスを

提供します。サービス提供開始にあたり、厚生労働省令第３７号第８条に基づ

いて、当事業所が契約者に説明すべき重要事項は次のとおりです。 
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1． 事業所概要 
 
 法人の名称 社会福祉法人 有誠福祉会 
 代表者名 理事長  手束 直胤 
 事業所名称 まこと訪問看護ステーション 
 指定番号 徳島県 ３６６１２９００１９ 号 
 事業所の所在地 徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円１０３番―２ 

連絡先 
ＴＥＬ（０８８）６７４－７２９１ 
ＦＡＸ（０８８）６７９－６０３７ 

 
 
２． 事業の目的と運営方針 
 

 
事業の目的 

要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者の意思を尊重し、日常生

活の維持、回復を図ると共に、在宅医療を推進し、生活の質の確保

を重視した在宅療養が継続できるように支援する。 

 
運営の方針 

地域との結び付きを重視し､他の保健､医療､又は福祉サービスと密

接な連携を図り、良質の訪問看護サービスを提供するものとする。 

 
３． 営業時間 
 

営業日   月曜日から土曜日    午前 8 : 45～午後 17 : 30 
休 日   日曜日・祝日・お盆・年末年始（12／29～1／3） 

但し、緊急時や医療処置等、医師の指示にて必要な場合は訪問いたします。 
 

４． 職員体制 
 
  ＜サービス提供者＞      看 護 師  8 名（常勤 4 名・非常勤 4 名） 

理学療法士  2 名（常勤） 
＜専任従事者＞ 

   山本 智子    橋本 慈 

米田 容子    木内 香奈子 

   吉岡 麻美    小林 数枝 

   阿部 麻美    佐藤 千香 

    川村 真紀    岩佐 学      

                        令和8年6月1日現在  
 上記の責任者は、 山本 智子（管理者）です。 
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５． 利用料 
 介護保険の場合         負担：通常はサービス利用費の１割 

算定

項目 

 看護師の訪問 

営業時間の訪問 理学療法士による訪問看護はその訪問が看護業務の一環とし

てのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看

護職員の代わりに訪問するものです。 

理学療法士等が利用開始日の属する月から 12 月超の利用者

に指定介護予防訪問看護を行った場合は、 １回につき５単位

を減算となります。 

 理学療法士に

よる訪問看護 

 

294 円／回(介護) 

284 円／回(予防) 

（1日に3回以上50/100） 

  営業時間の訪問 夜間・早朝 深夜 

  ３０分未満 

（介護予防） 

471 円／回 

  （451 円/回） 

 589 円／回 

  （564 円/回）  

 707 円／回 

  （677 円/回） 

 60 分未満 

（介護予防） 

823 円／回 

（794 円/回） 

 1029 円／回 

  （993 円/回） 
 1235 円／回 

  （1191 円/回） 

 90 分未満 

（介護予防） 

1128 円／回 

（1090 円/回） 

 1410 円／回 

  （1363 円/回） 
 1692 円／回 

  （1635 円/回） 

 
緊急時訪問 

看護加算 
600 円／月１回 

24 時間連絡（対応）体制をとっている事業所で、計画的な訪

問以外に必要時、電話相談や緊急訪問を行うことに対して１

ヶ月に１回算定するというもの 

 

特別管理加算 
２５０円／５００円月 

１回 

医療機器等の特別な管理を必要とする（別に厚生労働大臣が

定める）方に対して計画的な管理を行うことに対して１ヶ月

に１回算定するというもの 

 サービス提供

体制強化加算 1 

６円／ 

１回あたり 

厚生労働省が定める一定の基準を満たしている事業所を評価

して加算するもの 

 複数名 

訪問加算 

２５４円・４０２円 

／１回につき 

同時に複数名の看護師等が訪問看護を行った場合に加算する

もの 

 介護職員等処

遇改善加算 

1 ヶ月あたりの総単位数

×1.8％ 

R8.6 月～新設された加算で、職員の処遇改善を通じて、安定

した訪問看護サービスを継続して提供するため 

 ターミナル 

ケア加算 

２，５００円 

／死亡月のみ 

死亡前 14 日以内に 2 回以上のターミナルケアを行った場合

（24 時間以内に在宅以外で死亡した場合も含む/予防は除く） 

１単位＝１０円で算定、 特別地域加算―なし、 准看護師の場合は９０％ 

＊ 介護支援専門員(ケアマネージャー)の計画に基づきます。 

＊ 利用者負担は１割として表示しています。(実際の請求額は負担割合証に基づいて計算します。) 

＊ 利用者の都合による訪問の中止でご連絡のない場合は、キャンセル料を頂くことになります 

以上の単位数及び加算算定での介護(予防)訪問看護サービスを同意します。 

 令和  年  月  日 

利用者氏名 

                          ㊞ 

署名代行者               本人との関係 

                    (          )  ㊞ 
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 医療保険の場合     負担：通常はサービス利用費の１～３割 

 

 
訪問看護基本療養費Ⅰ       週３回まで  ５５５円／回 

                 週４回以降  ６５５円／回 

訪問看護基本療養費Ⅱ        週３回まで  ２７８円／回 

（同一施設への同一日に３名以上訪問の場合）  週４回以降  ３２８円／回 

（准看護師の場合９０％） 

訪問看護管理療養費 1  月の初回          ７６７円 

二回目以降 1 回当たり    ３００円 

≪加算≫ 

複数回訪問加算    １日２回の場合      ４５０円／回 

１日３回の場合      ８００円／回 

   複数名訪問加算    看護師２人の場合     ４５０／週 

              看護師と准看護師の場合  ３８０／週 

※ 月に１回算定するもの 

長時間訪問看護加算                ５２０円 

緊急訪問看護加算                 ２６５円 

２４時間対応体制加算               ６８０円 

重症者管理加算              ２５０～５００円 

退院時共同指導加算                ６００円 

退院支援指導加算                 ６００円 

在宅患者連携指導加算               ３００円 

在宅患者緊急時等カンファレンス加算        ３００円 

情報提供療養費                  １５０円 

ターミナルケア療養費              ２５００円 

訪問看護医療 DX 加算                 ５０円 

訪問看護ベースアップ評価料（Ⅰ）         １０５０円 
※ 上記の利用者負担は１割として計算しています(３割負担の方は上記の３倍の金額となります。) 

※ 医療保険でのご利用の場合は、医師の指示に基づき加算の算定項目が異なります。 

 
 

以上の加算算定での医療訪問看護サービスを同意します。 

    令和   年   月   日 

利用者氏名 

                             ㊞ 

署名代行者               本人との関係 

                       (          )  ㊞  
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６． 介護保険の対象外サービス 

介護保険による訪問看護費を算定しない疾病等 

① 末期の悪性腫瘍 

② 別に厚生大臣が定める疾病等 

末期の悪性腫瘍，多発性硬化症，重症筋無力症，スモン，筋萎縮性側索硬化症，

脊髄小脳変性症，ハンチントン病，進行性筋ジストロフィー症，パーキンソン

病関連疾患（ヤールの重症度分類のステージ３以上であって生活機能障害度が

Ⅱ度又はⅢ度のものにかぎる），多系統萎縮症，プリオン病，後天性免疫不全症

候群，亜急性硬化性全脳炎，頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 

③ 急性増悪等頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別訪問看護   

④ 指示の日から１４日間以内 

※ 上記にあてはまる状態の利用者は医療保険の対象となります。 

※ 介護保険を申請していない場合、又は申請できない場合においても、医療保険

からの訪問看護の請求となります。 

※ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）特定施設入所者生活介護（軽費

老人ホーム・有料老人ホーム）の利用者については、介護保険に よる訪問看

護費を算定できません。 

※ ガーゼ等の衛生材料費は実費徴収いたします。 

 

7.事故発生時の対応 

 看護師等は、訪問中に、利用者の症状に急変、その他の緊急事態が生じたときは、直ちに、管理

者及び主治医に連絡し、主治医の指示に基づき必要な措置を行います。また、緊急連絡先にも連絡い

たします。 
8. 緊急時の対応方法 

当事業所は、２４時間対応体制をとっております。夜間や休日等でも電話連絡し

ていただければ必要に応じて緊急時の対応をいたします。また、利用者の方の主

治医へ連絡を行い、その医師の指示に従います。 
緊急時の対応は別紙にて対応方法、連絡先、連絡順、連絡方法等を確認させて頂

いており、利用者と事業所にそれらを明記した書類を双方で保管するようにして

います。 

緊急時は、利用者の主治医又は事業者の協力医療機関への連絡を行い、医師の指

示に従います。また緊急連絡先に連絡いたします。 

 協力医療機関   医療機関の名称  手束病院 

交通費 
通常の地域外の訪問については 

交通費をいただく場合があります。 
実費 

差

額

料

金 

 

その他の 

利用料 

衛生材料費（ガーゼ・テープ等） 実費 

終末処置料 １０，０００円 
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  院長名  手束典子 

  所在地 徳島県名西郡石井町石井字石井434番地 

  電話番号  ０８８－６７４－００２４ 

  診療科  内科、外科、脳外科、整形外科他 

  入院設備  有り 

  救急指定の有無  無し 

9. 虐待の防止に関する対応 
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措

置を講じます。 
（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 
（2） 成年後見制度の利用を支援します。 
（3） 苦情解決体制を整備しています。 
（4） 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 
（5） 当事業所従業者または居宅サービス事業者または擁護者（現に擁護している家

族・親族・同居人等）による虐待が疑われる場合には、速やかに、これを市町村

に通報します。 
虐待防止に関する責任者        山本智子 
その他相談窓口 
●障害者の虐待に関わるご相談や通報、届出はご連絡ください。相談者の秘密は守られ

ます。 
徳島市障害者虐待防止センター（２４時間３６５日） 
 電話：０８８－６２３－３０１１ 
 FAX：０８８－６２１－５３００ 
障害福祉課 〒７７０－８５７１  徳島県徳島市幸町２丁目５番地（南館１階） 
 電話：０８８－６２１－５１７１・５１７７・５５１３ 
 FAX：０８８－６２１－５３００ 
●名西郡障がい者虐待防止センター 
〈窓口開所時間〉 
 電話：０８８－６３８－２７７０ 
 FAX：０８８－６１５－８５５１ 
メール：m.abuse.prevention@gmail.com 
10. 苦情申立窓口 
ご利用者ご相談窓口 徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円１０３番―２ 

       まこと訪問看護ステーション 
担当者       米 田 容 子  

  ご利用時間   平日  午前 8 : 45～午後 5 : 30 
  ご利用方法   電話  ０８８－６７４－７２９１ 

苦情解決責任者 
 
 

徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円１０３番―２ 
       まこと訪問看護ステーション 

解決担当者  管理者  山 本 智 子 

行政機関その他苦情受付機関 
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✓ 

  
有誠福祉会本部 

所在地 
電話 
FAX 

石井町石井字石井 1994 
０８８－６７４－３７３８ 
０８８－６７５－１０９０ 

 

徳島保健所 

所在地 
受付時間 

電話 
FAX 

徳島市新蔵町 3 丁目 80 
平日  午前９時～午後５時 

 ０８８－６０２－８９０７ 
 ０８８－６５４－９３３４ 

  
徳島県国民健康保険団体

連合会 
 

所在地 
受付時間 

電話 
FAX 

徳島市川内町平石若松７８－１ 
平日  午前９時～午後５時 
０８８－６６６－０１１4 
０８８－６６６－０１１６ 

  
社会保険診療支払基金    

徳島支部 
 

所在地 
電話 
FAX 

徳島市末広 2 丁目 1-25 
 ０８８－６２２－４１８７ 
 ０８８－６２５－１８４１ 

  
徳島県社会福祉協議会 
 

所在地 
受付時間 

電話 
FAX 

徳島市中昭和町１－２ 
平日  午前９時～午後５時 
０８８－６５４－４４６１ 
０８８－６５４－９２５０ 

  
石井町役場 

 

所在地 
受付時間 

電話 
FAX 

石井町高川原１２１－１ 
平日  午前８時～午後５時 
０８８－６７４－１１１１ 
０８８－６７５－１５００ 

 

神山町役場 

所在地 
受付時間 

電話 
FAX 

神山町神領字本野間１００ 
午前８時３０分～午後５時１５分 

 ０８８－６７６－１１１１ 
 ０８８－６７６－１１００ 

 

徳島市役所 

所在地 
受付時間 

電話 
FAX 

徳島市幸町２丁目５ 
午前８時３０分～午後５時 
０８８－６２１－５１１１ 
０８８－６５４－２１１６ 

上板町役場 

所在地 
受付時間 

電話 
FAX 

板野郡上板町七條字経塚４２番地 
午前８時３０分～午後５時１５分 
０８８-６９４－３１１１ 
０８８-６９４－５９０３ 

板野町役場 

所在地 
受付時間 

電話 
FAX 

板野郡板野町吹田字町南２２－２ 
午前８時３０分～午後５時１５分 
０８８-６７２－５９８０ 
０８８-６７２－２５３３ 
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北島町役場 

所在地 
受付時間 

電話 
FAX 

板野郡北島町中村字上地２３－１ 
午前８時３０分～午後５時１５分 
０８８-６９８－９８０１ 
０８８-６９８－３６４２ 

松茂町役場 

所在地 
受付時間 

電話 
FAX 

板野郡松茂町広島字東裏３０番地 
午前８時３０分～午後５時１５分 
０８８-６９９－２１１１ 
０８８-６９９－２１４１ 

阿波市役所 

所在地 
 受付時間 

電話 
FAX 

阿波市市場町切幡古田２０１番地１ 
午前８時３０分～午後５時１５分 
０８８３-３６-８７００ 
０８８３-３６-８７６０ 

 
吉野川市役所 
介護保険課 

所在地 
受付時間 

電話 
FAX 

吉野川市鴨島町鴨島１１５－１ 
午前８時３０分～午後５時１５分 
０８８３－２２－２２６４ 
０８８３－２２－２２４４ 

   
  
令和   年   月   日 
訪問看護サービスの提供にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要な事項の説明を行いました。 
 
 事業者 
(所在地)  徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円 103-2 
(名 称)  社会福祉法人 有誠福祉会 まこと訪問看護ステーション 
(管理者)  山 本 智 子  ㊞ 
 説明者 
(所在地)  徳島県名西郡石井町藍畑字東覚円 103-2 
(名 称)  社会福祉法人 有誠福祉会 まこと訪問看護ステーション 
(説明者)             ㊞ 
 
私は、本書面により事業者から訪問看護サービスの提供にあたり、重要な事項の説明を受け    

同意しました。 
利用者 

(所在地)       市・郡    町                     
 (氏 名)             ㊞ 
 代筆者 

(所在地)       市・郡    町                     
 (氏 名)             ㊞ 
 (続 柄)           
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個人情報の使用に関する同意書  
 
私は（私及び私の家族）の個人情報の使用について、下記により必要最低限の範囲内で使用する

事に同意いたします。 
 
1 使用目的 
・訪問看護サービスの提供を受けるにあたって、担当職員と地域支援センター及び（介護予防）

居宅サービス提供者との間で開催されるサービス担当者会議において、利用者の状態、家族の

状況を把握するために必要な場合 
・上記の他居宅介護支援事業所または介護予防サービス事業所との連絡調整に必要な場合 
・現に（介護予防）訪問看護サービスの提供を受けている場合、私が体調を崩しまたは怪我等で

病院へ行った時で医師、看護師に説明する場合 
2 個人情報を提供する場所 
・（介護予防）サービス提供計画に掲載されている地域包括支援センター及び（介護予防）居宅

サービス事業者 
・受託した居宅介護支援事業所 
・病院または診療所（体調を崩し、または怪我などで診療することとなった場合）       
3 使用する機関 
・個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供にあたっ

ては関係者以外のものに漏れることのないよう細心の注意を払う 
・個人情報を使用した会議及び相手方の個人情報利用の内容等の経過を記録する 

                                 以上 
令和   年   月   日 
社会福祉法人 有誠福祉会 まこと訪問看護ステーション 
                     管理者   山本 智子  ㊞ 
                     説明者          ㊞ 

利用者 
(所在地)       市・郡    町                     
 (氏 名)             ㊞ 

 代筆者 
(所在地)       市・郡    町                     
 (氏 名)             ㊞ 
 (続 柄)           
  

〔 備考 〕  

個人情報の適切な取得について 

個人情報の取得方法は紙媒体・電子媒体にて行います。 

個人情報の持ち運びは専用のファイルに入れて行います。 

個人情報の取得は訪問看護サービスの提供に必要な範囲内に限定します。 

個人情報の取得にはご利用者様本人及びご家族様の同意を頂きます。 
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